
 市長コラム

本庄市長

   しんげの一言メッセージ

マイナンバーカードを取得しましょう
　社会のデジタル化が急速に進む中で起きたコロナ禍。
当初のマスク不足やワクチン接種開始時のさまざまな混
乱を目の当たりにし、非常時における情報の一元的な管
理と運用の大切さを痛感しました。また、相次ぐ災害が
発生するたび、被災地において「応急手当の際に一人ひ
とりの被災者の既往歴などの情報が瞬時にわかれば、も
っと迅速に適切な対応ができたのでは」という声も聞き
ました。残念ながら諸外国に比べ、日本はデジタル技術
を本当の意味で国民生活に活かしきれていません。
　今後、コロナ以上に恐ろしい伝染病などが私たちを襲
うかもしれませんし、東日本大震災以上の大規模災害が
発生するかもしれません。多くの患者や被災者への迅速
かつ適切な対応のためにも、個々人それぞれの「状況」が、
目的に応じてすぐに把握できるようなシステムを作るこ
と、これは国民一人ひとりの命や暮らしの安全を守るた
めにも大切です。
　現在、政府や地方自治体は国民一人ひとりのマイナン
バーカードの取得を呼び掛けています。マイナンバーカ
ードは、対面・オンラインを問わず安全・確実に本人確
認ができるデジタル社会の基盤となるツールです。健康

保険証としての利用や公金受取の口座の登録により、緊
急時に給付金などが迅速かつ確実に受けられるようにな
ります。
　もちろん、個人情報が漏れるのでは、とか、そもそも
個人を国が監視するようで嫌だ、という意見には十分に
配慮しなければいけません。そのうえで、今回のコロナ
禍や相次ぐ災害の経験を今後に活かすため、改めて、デ
ジタル社会の実現に向けて、ぜひ多くの皆さまにご協力
いただきたいと存じます。
　本庄市の交付件数は 5 月末日現在で 29,129 件、人口
の 37.39％です。県内では和光市の 50.25％が最も高く、
本市はさいたま市を除く県内 39 市中 35 番目という低
い水準です。まだまだ取得したからといってすぐにさま
ざまな恩恵が享受できるわけではありませんが、利便性
の向上と、国民の取得者数を増やすことはどちらも大切
です。今号の 19 ページでもお知らせしているとおり、
９月までにマイナンバーカードを申請し、各種登録をす
ることでポイントが獲得できるなど、政府も新規取得者
の増加に努めています。
　ぜひ未申請の皆さまには、マイナンバーカード取得へ
のご協力をお願いいたします。
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★埼玉県北部地域振興センター本庄事務所
☎ 24- １１１０

　県では、学校が夏休みにな
る７月を「青少年の非行・被
害防止特別強調月間」と定め、
市町村をはじめ、関係団体・
家庭・学校・地域住民と連携し、
青少年の健全育成を図るため
の運動を展開しています。
　特に最近では、ネットのト
ラブルや犯罪から子どもを守
ることが最重要課題となって
います。子どもを取り巻くＳ

ＮＳの危険性を踏まえ、保護者の皆さんは次の３つのポイ
ントに留意して、子どものインターネット利用を見守って
いただくよう、お願いします。
①時間だけでなく中身に着目
　時間の長さだけでなく、子どもがどのような使い方をし
ているのか、保護者が把握できているかが重要です。
②画像の撮影や送信の怖さを伝える
　一度送った画像は、二度と取り戻せないことの怖さを、
繰り返し伝えることが必要です。
③何か起きてからでは遅い！普段から話せる関係に
　日頃から何でも話せるような関係であれば、リスクにも
いち早く気づけます。

７月は「青少年の非行・被害防止特別強調月間」です
～地域ぐるみで非行を防止しよう～

くらしの情報 Station
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女性スタッフもいるから安心

生前整理・遺品整理・不用品回収

株式会社羽賀商店 埼玉県本庄市栄 3丁目1-25

一般廃棄物収集運搬業許可業者（美里町・伊勢崎市）
（埼玉・群馬・東京）産業廃棄物収集運搬業許可業者

0495-21-3477

リユース・リサイクル品あればお値引き可！

建物解体前の残置物処分

即日対応いたします

見積
無料
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